
静岡県試験研究調整会議設置要綱

（設置）

第１条 本県の試験研究の総合的かつ計画的な推進に資するため、静岡県試験研究調整会

議（以下「研究調整会議」という。）を設置する。

（審議事項）

第２条 研究調整会議は、次の各号に掲げる事項について審議、検討する。

（１） 県試験研究機関の試験研究の方針に関すること。

（２） 県試験研究機関の試験研究の連携及び調整に関すること。

（３） 県試験研究機関の研究機能や推進体制等の充実・強化に関すること。

（４） 県試験研究機関が取り組む研究課題に関すること。

（５） その他試験研究の総合的かつ計画的な推進に必要な事項。

（組織）

第３条 研究調整会議は、別表１に掲げる者をもって組織する。

２ 議長は、経済産業部長をもって充てる。

３ 議長は、会務を総理し、会議を代表する。

４ 議長が研究調整会議に出席できない場合は、経済産業部部長代理が議長の職務を代理

する。

５ 議長は、意見を聴くため、委員以外の者を会議に出席させることができる。

（分野会）

第４条 研究調整会議に次の各号に掲げる分野会を置く。

（１） 農業・畜産・農地分野会

（２） 森林・林業分野会

（３） 水産分野会

（４） 工業分野会

（５） 環境分野会

（６） 保健衛生・消費生活分野会

２ 前項各号の分野会は、別表２に掲げる者をもって組織する。

３ 分野会は、新成長戦略研究を除き、県試験研究機関が実施する研究の方針、新規研究

課題及び研究成果について協議する。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

（１） 企業等との共同研究で、秘匿性の高い研究課題

（２） 競争的資金に応募する研究課題で、緊急に応募手続きを行う必要があるもの

（３） その他、事前協議を省略して、緊急に実施することが相当とみなされる研究課題

４ 分野会は、当該分野会に所属する研究所から、研究成果の普及や技術移転の状況及び

研究以外の事業の実績について報告を求めることができる。

５ 第３項ただし書の研究課題は、報告できることとなった時点で速やかに分野会に報告

する。

６ 分野会長は分野会の協議結果を研究調整会議に報告する。

７ 分野会長は、意見を聴くため、分野会員以外の者を会議に出席させることができる。

（会議）

第５条 研究調整会議は必要に応じ議長が招集する。

（事務局）



第６条 研究調整会議の事務を処理するため、事務局を経済産業部産業革新局産業イノベ

ーション推進課に置く。

（雑則）

第７条 この要綱に定めるもののほか研究調整会議の運営に関し必要な事項は、議長が別

に定める。

附 則

１ この要綱は、平成３年５月３１日から施行する。

２ 静岡県試験研究調整委員会設置要綱（昭和６１年５月２７日制定）及び静岡県科学振

興会議設置要綱（昭和６２年３月２６日制定）は、廃止する。

附 則

この改正は、平成５年４月１３日から施行する。

附 則

この改正は、平成６年９月１９日から施行する。

附 則

この改正は、平成８年４月３日から施行する。

附 則

この改正は、平成９年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成１０年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成１２年４月３日から施行する。

附 則

この改正は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成１７年４月２５日から施行する。

附 則

この改正は、平成１８年４月１４日から施行する。

附 則

この改正は、平成１９年９月２８日から施行する。

附 則

この改正は、平成２０年４月１１日から施行する。

附 則

この改正は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成２４年５月２４日から施行する。

附 則

この改正は、平成２５年５月２８日から施行する。



附 則

この改正は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成２９年７月６日から施行する。

附 則

この改正は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、平成３０年４月２７日から施行する。

附 則

この改正は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、令和２年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、令和３年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、令和３年１２月１日から施行する。

附 則

この改正は、令和４年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、令和５年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、令和５年８月１７日から施行する。

附 則

この改正は、令和６年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、令和７年４月１日から施行する。

附 則

この改正は、令和８年４月１日から施行する。



＝静岡県試験研究調整会議の構成員＝

〈別表１〉

〈別表２〉分野会

研
究
調
整
会
議

経済産業部長 農林水産統括部長

経済産業部部長代理 経済産業部理事（農林水産イノベーション推進担当）

経済産業部理事（新産業集積担当） 経済産業部理事（林業・森林保全担当）

経済産業部参事（農業担当）

くらし・環境部環境局長 健康福祉部生活衛生局長

経済産業部産業革新局長 経済産業部商工業局長

経済産業部農業局長 経済産業部農地局長

経済産業部森林・林業局長 経済産業部水産・海洋局長

環境衛生科学研究所長 農林技術研究所長

畜産技術研究所長 水産・海洋技術研究所長

工業技術研究所長

農
業
・
畜
産
・
農
地
分
野
会

経済産業部農業局長（分野会長） 経済産業部農地局長（副分野会長）

経済産業部農業局農業戦略課長 経済産業部農業局農業ビジネス課長

経済産業部農業局食と農の振興課長 経済産業部農業局お茶振興課長

経済産業部農業局農産振興課長 経済産業部農業局畜産振興課長

経済産業部農地局農地計画課長 経済産業部農地局農地整備課長

経済産業部農地局農地保全課長 経済産業部農地局農地調整課長

経済産業部産業革新局産業イノベーション推進課長 農林技術研究所長

茶業研究センター長 果樹研究センター長

伊豆農業研究センター長 畜産技術研究所長

中小家畜研究センター長

森
林
・
林
業
分
野
会

経済産業部森林・林業局長（分野会長） 経済産業部森林・林業局森林計画課長

経済産業部森林・林業局林業振興課長 経済産業部森林・林業局森林整備課長

経済産業部森林・林業局森林保全課長 経済産業部産業革新局産業イノベーション推進課長

くらし・環境部参事（自然共生担当）兼環境ふれあい課長

くらし・環境部環境局自然保護課長

農林技術研究所長 森林・林業研究センター長

水
産
分
野
会

経済産業部水産・海洋局長（分野会長） 経済産業部水産・海洋局水産振興課長

経済産業部水産・海洋局水産資源課長 経済産業部産業革新局先端技術振興課長

経済産業部産業革新局産業イノベーション推進課長 水産・海洋技術研究所長



工
業
分
野
会

経済産業部商工業局長（分野会長） 経済産業部産業革新局技監

経済産業部商工業局商工振興課長 経済産業部産業革新局新産業集積課長

経済産業部産業革新局先端技術振興課長 経済産業部商工業局経営支援課長

経済産業部商工業局地域産業課長 経済産業部産業革新局産業イノベーション推進課長

工業技術研究所長 沼津工業技術支援センター長

富士工業技術支援センター長 浜松工業技術支援センター長

環
境
分
野
会

くらし・環境部環境局長（分野会長）

くらし・環境部参事（自然共生担当）兼環境ふれあい課長

くらし・環境部環境局環境政策課長 くらし・環境部環境局自然保護課長

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課長 くらし・環境部環境局生活環境課長

くらし・環境部環境局水資源課長

くらし・環境部環境局盛土対策課

経済産業部産業革新局産業イノベーション推進課長 環境衛生科学研究所長

環境衛生科学研究所副所長 環境衛生科学研究所環境科学部長

環境衛生科学研究所大気水質部長 環境衛生科学研究所総務企画課長

保
健
衛
生
・
消
費
生
活
分
野
会

健康福祉部生活衛生局長（分野会長） 健康福祉部医療局感染症対策課長

健康福祉部健康局健康政策課長 健康福祉部生活衛生局衛生課長

健康福祉部生活衛生局薬事課長 くらし・環境部県民生活局県民生活課長

経済産業部産業革新局新産業集積課長 経済産業部産業革新局産業イノベーション推進課長

環境衛生科学研究所長 環境衛生科学研究所副所長

環境衛生科学研究所微生物部長 環境衛生科学研究所医薬食品部長

環境衛生科学研究所総務企画課長


